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｢議員定数条例」に対する見解

公明党大阪府議会議員団

我が党は、議会改革における定数肖U減については、かねてから取り組みを行っ

てきており大いに賛成でありますが、今回の改正案の提出は、あまりにも唐突で

あり、何よりも－票の格差が拡大されるなど、制度の改悪となる内容であります

ので、以下の５点について指摘し、我が会派の見解を申し上げます。

１．昨年９月定例会において議員定数条例が、今回の提案者である維新の会の議

員も賛成して改正されましだ。今回、新たな改正案の提出にいたる「変更すべき
客観的な事'|青」が明らかではありません。

２.これまで定数改正にあたっては、府民の皆様への周知期間をおおむね１年と

して書議を行ってきました。しかし、今回の提案はこうした府民の皆様への周知
ということを全く配慮されていません。

３．今回の改正案は、東京都を例に１０万人に議員１人の基準で定数を算出した

とのことですが、選挙区をそのままにして機械的に割り振るという乱暴な方法の

ため、１票の格差が現行の２．２９倍から３倍に拡大するとともに、１人区が３３

選挙区から４８選挙区に増えることで死票も増大します。これは、府民の意思を
府政に反映させるという責務を放棄するものであります。

４・大阪府政の広域性とスリムで効率的な議会運営の視点から、当然議会も定数

改善に取り組むべきであります。そしてその際には、新たな自治制度のあり方に

ついて法改正も視野に入れた検討が始まった今こそ、整合性のある選挙制度を議
論すべきであります。

５．府政の広域I住、民意の反映、スリムな議会という課題を解決するため、例え

ば衆議院１９小選挙区を選挙区として、４ないしＳの定数を割り振れば、東京都
以上にスリムで、１票の格差も最大１．１５倍程度の定数Ｓ７という制度も可能
な試算ができます。

ただし、大幅な定数削減は、政治に参加するという府民の重要な権利を制約する

ものであり、府民の意見を聴き、納得していただける制度となるよう慎重な審議
が必要と考えます。




